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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
休
み
期
間
中
に
日
中
活
動
の
場
所
を

提
供
す
る
こ
と
で
、
児
童
の
健
全
育
成

を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
家
族
の
介
護

負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
、
障
が
い
児

長
期
休
暇
支
援
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

◆
対
象
者

・
特
別
支
援
学
級
や
特
別
支
援
学
校
に

在
学
中
の
方

・
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

１８
歳
以
下
の

身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳
を
お

持
ち
の
方

・
１８
歳
以
下
の
発
達
障
害（
自
閉
症
・

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
・
学
習
障
が

い
・
注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
が
い
な

ど
）の
方

◆
期
間

７
月

２１
日（
火
）〜
８
月

３１
日（
月
）

※
土
日
は
休
み
。

◆
時
間

午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時

３０
分

◆
内
容

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
音
楽
療
法
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
創
作
活
動
、
日
常
生
活

動
作
の
支
援
、
療
育
な
ど
の
支
援

◆
利
用
料
金（
１
人
当
た
り
）

１
日
６
０
０
円
　

半
日
３
０
０
円

◆
開
催
場
所
　
大
方
誠
心
園

◆
持
っ
て
く
る
も
の
　
お
弁
当

※
事
前
の
申
し
込
み
に
て
１
食
３
０
０

円
で
提
供
が
で
き
ま
す
。

○
利
用
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係
　

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

　（
財
）日
本
遺
族
会
で
は
、「
戦
没
者
遺

児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
先
の
大
戦
で
父
な
ど

を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
に
、

父
な
ど
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
慰

霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同
地
域
の

住
民
と
友
好
親
善
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を
受
け
実

施
し
て
い
ま
す
。

◆
訪
問
予
定
地
域（
申
込
期
限
）

①
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島（
８
月
４

日
）　
②
マ
リ
ア
ナ
諸
島（
８
月

１２
日
）

③
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島（
８

月
２２
日
）　
④
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア（
８

月
２６
日
）　
⑤
中
国（
８
月

２８
日
）　
⑥

ト
ラ
ッ
ク
・
パ
ラ
オ
諸
島（
９
月

１８
日
）

⑦
ソ
ロ
モ
ン
諸
島（
９
月

２５
日
）　
⑧
ミ

ャ
ン
マ
ー（

１０
月
１
日
）　
⑨
フ
ィ
リ
ピ

ン（
１０
月

１３
日
）　
⑩
洋
上
慰
霊（

１２
月

５
日
）

※
詳
し
く
は
、（
財
）日
本
遺
族
会
事
務

局（
蕁
０
３
―
３
２
６
１
―
５
５
２

１
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
先
　
高
知
県
遺
族
会

　
　
蕁
０
８
８
―
８
８
４
―
８
７
０
０

◆
参
加
費
　

１０
万
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

　
戦
後

７０
周
年
に
当
た
り
、
改
め
て
弔

慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
戦
没
者
な
ど

の
遺
族
に
「
第

１０
回
特
別
弔
慰
金
」
を

支
給
し
ま
す
。

　
４
月
１
日
現
在
、「
恩
給
法
に
よ
る

公
務
扶
助
料
」、「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
な
ど

を
受
け
る
方（
戦
没
者
な
ど
の
妻
や
父

母
な
ど
）が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
遺
族
１
人
に
支
給

し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で

次
に
該
当
す
る
方

盧
平
成

２７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

盪
戦
没
者
な
ど
の
子

蘯
戦
没
者
な
ど
の

 
①
父
母
　
②
孫
　
③
祖
父
母
　

 
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
を
有
す
る
な
ど
、
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
順
番
が
替
わ
り
ま
す
。

盻
前
記
盧
か
ら
蘯
以
外
の
戦
没
者
な
ど

の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
・
姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
方
に
限
り
ま
す
。

◆
支
給
内
容

　
額
面

２５
万
円
、５
年
償
還
の
記
名
国
債

◆
請
求
期
間

　
平
成

２７
年
４
月
１
日
か
ら

　
平
成

３０
年
４
月
２
日
ま
で

◆
請
求
窓
口

・
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

・
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

障
が
い
児
長
期
休
暇
支
援
事
業

夏
休
み
中
の
利
用
案
内

平
成
２７
年
度
 

戦
没
者
遺
児
に
よ

る
慰
霊
友
好
事
業
の
参
加
者
募
集

「
第
１０
回
特
別
弔
慰
金
」
の

請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す


